
阿賀野市条例第６号 

   阿賀野市火災予防条例の一部を改正する条例 

 阿賀野市火災予防条例（平成１６年阿賀野市条例第１９４号）の一部を次のように改

正する。 

 第３３条第１項中「別表第８」を「別表第７」に、「らなければならない」を「よら

なければならない」に改め、同条第２項中「別表第８」を「別表第７」に改める。 

 第３４条、第３４条の２及び第４６条第１項中「別表第８」を「別表第７」に改める。 

 第４７条の２中「別表第９」を「別表第８」に改める。 

別表第８の２の部２の項金額の欄ホ中「１１８万円」を「１４５万円」に、「１４１

万円」を「１７２万円」に、「１５９万円」を「１９２万円」に、「１９５万円」を「２

３６万円」に、「２２７万円」を「２７４万円」に、「４５５万円」を「５６４万円」に、

「５８２万円」を「７２４万円」に、「７０７万円」を「８７９万円」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


